
議題第２５号
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【
議
案
第
1
号
、
第
1
5
号
、
第
1
6
号
】

令
和
5
年
度
当
初
予
算
案
に
つ
い
て
（
総
括
）

１
予
算
議
案

教
育
委
員
会
総
括 1

教
育
委
員
会

【
単
位
：
千
円
】

会
計

所
属

令
和
５
年
度

当
初
予
算

令
和
４
年
度

当
初
予
算

増
減
額

対
前
年
度
比

一 般 会 計

教
育

政
策

課
3
,1
8
5
,8
69

3
,1
2
9
,1
11

5
6
,7
5
8

1
0
1
.8
%

財
務

福
利

課
5
,3
8
8
,0
48

4
,9
1
3
,2
80

4
7
4
,7
6
8

1
0
9
.7
%

高
校

教
育

課
3
,5
7
8
,4
41

3
,5
8
9
,0
90

▲
1
0
,6
4
9

9
9
.7
%

義
務

教
育

課
1
3
2
,9
0
3

1
3
9
,9
7
6

▲
7
,0
7
3

9
4
.9
%

特
別

支
援

教
育

課
4
8
0
,1
3
9

4
2
9
,8
0
8

5
0
,3
3
1

1
1
1
.7
%

教
職

員
課

8
8
,2
0
6
,0
6
0

9
2
,5
1
9
,8
1
2

▲
4
,3
1
3
,7
52

9
5
.3
%

生
涯

学
習

課
7
0
5
,1
4
1

6
8
5
,4
0
8

1
9
,7
3
3

1
0
2
.9
%

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課
3
,1
4
4
,1
42

2
,8
0
0
,3
73

3
4
3
,7
6
9

1
1
2
.3
%

文
化

財
課

7
2
7
,4
9
8

4
8
4
,4
7
8

2
4
3
,0
2
0

1
5
0
.2
%

人
権

同
和

教
育

課
1
3
5
,7
7
8

1
1
3
,1
5
3

2
2
,6
2
5

1
2
0
.0
%

合
計

1
0
5
,6
8
4
,0
19

1
0
8
,8
0
4
,4
89

▲
3
,1
2
0
,4
70

9
7
.1
%

特 別 会 計

財
務

福
利

課
2
3
6
,5
9
6

2
3
8
,0
1
0

▲
1
,4
1
4

9
9
.4
%

（
県

立
学

校
実

習
事

業
）

財
務

福
利

課
4
,4
4
9
,7
53

3
,5
8
8
,7
50

8
6
1
,0
0
3

1
2
4
.0
%

（
育

英
資

金
）

合
計

4
,6
8
6
,3
49

3
,8
2
6
,7
60

8
5
9
,5
8
9

1
2
2
.5
%

総
計

1
1
0
,3
7
0
,3
68

1
1
2
,6
3
1
,2
49

▲
2
,2
6
0
,8
81

9
8
.0
%
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【
議
案
第
1
号
】

令
和
5
年
度
当
初
予
算
案
に
つ
い
て
（
債
務
負
担
行
為
の
追
加
）

１
予
算
議
案

財
務
福
利
課
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 2

教
育
委
員
会

（
１
）
債
務
負
担
行
為

事
項

期
間

限
度

額
千
円

（
財
務
福
利
課
）

県
立
学
校
仮
設
校
舎
設
置
事
業

令
和

5
年
度
か
ら

1
8
,1
5
0

令
和

6
年
度
ま
で

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

練
習
環
境
整
備
事
業

（
自
転
車
競
技
場
大
規
模
改
修
工
事
）

令
和

5
年
度
か
ら

8
5
5
,3
4
1

令
和

6
年
度
ま
で

練
習
環
境
整
備
事
業

（
ラ
イ
フ
ル
射
撃
競
技
場
大
規
模
改
修
工
事
）

令
和

5
年
度
か
ら

2
3
6
,3
6
8

令
和

6
年
度
ま
で
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事 業 費
(単位：千円)

1 財務福利課 ・育英資金システム構築事業 44,880

2 高校教育課 ・つながりはぐくむ定時制・通信制生徒支援事業 9,240

3 高校教育課 11,485

4 高校教育課 35,573 ○

5 高校教育課 ・高校生みやざき文化芸術鑑賞事業 1,600

6
高校教育課

義務教育課
10,180

7 義務教育課 22,911 ○

8 義務教育課 ・道徳教育推進事業 1,497

9 義務教育課 2,497

10 義務教育課 ・循環型社会を実現する環境教育推進事業 4,243

11 特別支援教育課 9,054

12 教職員課 3,389 ○

13 生涯学習課 ・みやざき総合美術展 7,000

14 生涯学習課 3,143

15 生涯学習課 ・持続可能なみやざきを創る地域学校協働推進事業 8,205

16 生涯学習課 ・みやざきの共生社会を目指す生涯学習推進事業 7,338

17 生涯学習課 1,454 ○

18 スポーツ振興課 ・体育・保健体育の授業充実事業 3,372

19 スポーツ振興課 ・甲子園優勝チャレンジ事業 2,506

20 スポーツ振興課 ・「生きる力」を育む健康教育推進事業 2,038

21 スポーツ振興課 4,998

22 スポーツ振興課 ・女性アスリート強化戦略プロジェクト事業 3,220

23 スポーツ振興課 ・ひむかサンライズ競技選手育成事業 5,370

24 スポーツ振興課 5,400 ○

25 スポーツ振興課 3,176

26
スポーツ振興課

義務教育課
33,253 ○

27 文化財課 ・近代宮崎の出発点　西南戦争関連遺跡調査・活用事業 3,003

28 文化財課 7,574 ○

29 人権同和教育課 3,359

30 人権同和教育課
（みやざきの子どもを守る総合支援事業）

28,827 ○

説明

令和５年度当初予算　県教育委員会の新規・改善事業等一覧

番号 課 名 事　　業　　名
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将
来

地
元

で
活

躍
で

き
る

人
材

を
育

成
す

る
と

と
も

に
、

地
元

企
業

へ
の

就
職

促
進

及
び

定
着

支
援

を
図

る
。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み

①
県

就
職

支
援

エ
リ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
②

③
県

⑵
事

業
内

容

⑶
成

果
指

標
学

校
基

本
調

査
に

お
け

る
県

内
新

規
高

卒
者

の
県

内
就

職
割

合
現

状
（

令
和

３
年

度
）

6
0
.5

%
→

令
和

７
年

度
6
5
.2

%

事
業
の
概
要

宮
崎
で
活
躍
！
高
校
生
県
内
就
職
促
進
事
業

改

令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

高
校
教
育
課

３
５
，
５
７
３
千
円

【
財
源
：一
般
財
源
】

①
地
元
企
業
と
「
つ
な
が
る
！
」

②
地
元
企
業
を
「
知
る
！
」

③
地
元
企
業
で
「
成
長
す
る
！
」

・
就
職
支
援
エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
配

置

・
エ
リ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

の
開

催
(企

業
や

学
校

、
行

政
等

の
意

見
交

換
会

)

・
卒
業
生
の
定
着
支
援

・
デ
ュ
ア
ル
教
育
シ
ス
テ
ム

の
実

施

・
生

徒
と

企
業

に
よ

る
成
果
発
表
会

の
実

施

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

の
実

施
（
職
場
体
験
実
習
）

・
企
業
見
学
会
、
職
業
講
話

の
実

施

配
置

教
育
委
員
会
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⑴
事

業
の

仕
組

み
〇

県
独

自
の

学
習

状
況

調
査

の
実

施
〇

調
査

結
果

分
析

〇
教

職
員

対
象

の
研

修
、

研
究

開
発

校
の

指
定

（
民

間
業

者
に

委
託

）
（

大
学

等
と

連
携

）
（

市
町

村
教

育
委

員
会

と
連

携
）

⑵
事

業
内

容
①

み
や

ざ
き

小
中

学
校

学
習

状
況

調
査

の
実

施
と

分
析

業
者

委
託

に
よ

る
県

独
自

の
学

習
状

況
調

査
の

実
施

と
分

析

②
授

業
改

善
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
教

職
員

を
対

象
と

し
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

（
管

理
職

や
支

援
学

年
担

当
職

員
を

対
象

と
し

た
研

修
等

）

③
子

ど
も

の
学

び
研

究
開

発
校

の
指

定
授

業
改

善
と

働
き

方
改

革
の

推
進

に
係

る
研

究
と

成
果

の
普

及

⑶
成

果
指

標
国

語
・

算
数

（
数

学
）

に
お

け
る

「
授

業
の

内
容

は
よ

く
分

か
る

」
と

答
え

た
児

童
生

徒
の

割
合

現
状

（
令

和
４

年
度

）
小

／
8
1
.6

％
中

／
7
4
.7

％
→

令
和

７
年

度
小

／
8
6
.0

％
中

／
8
3
.0

％

事
業
の
概
要

教
職

員
の

授
業

力
向

上
と

学
校

の
課

題
に

応
じ

た
支

援
を

充
実

し
、

児
童

生
徒

の
学

力
向

上
を

図
る

。

事
業
の
目
的

令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

義
務
教
育
課

２
２
，
９
１
１
千
円

【
財
源
：一
般
財
源
】

小
６

小
５

中
２

中
３

小
４

中
１

県
調
査

県
調
査

支
援

支
援

全
国
調
査

全
国
調
査

未
来
へ
つ
な
げ
、
学
び
の
バ
ト
ン
！
み
や
ざ
き
の
授
業
改
善
推
進
事
業

改

教
育
委
員
会
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教
職
員
課

３
，
３
８
９
千
円

【
財
源
：一
般
財
源
】

宮
崎

県
の

教
師

と
し

て
働

く
魅

力
を

発
信

し
、

教
員

採
用

選
考

試
験

に
お

け
る

倍
率

の
維

持
向

上
を

図
る

。

事
業
の
目
的

事
業
の
概
要

「
み
や
ざ
き
で
先
生
に
な
ろ
う
！
」
推
進
事
業

改

令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

成
果
指
標

教
員
採
用
試
験

倍
率

Ｒ
５
･･
･3
.2
倍

↓ Ｒ
６
･･
･3
.4
倍

↓ Ｒ
７
･･
･3
.6
倍

↓ Ｒ
８
･･
･3
.8
倍

↓ Ｒ
９
･･
･4
.0
倍

教
育
委
員
会
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宮
崎

県
史

等
を

デ
ジ

タ
ル

化
及

び
公

開
す

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
県

民
が

歴
史

や
文

化
に

触
れ

る
機

会
を

増
や

す
と

と
も

に
、

郷
土

愛
や

主
体

的
な

文
化

活
動

の
活

性
化

を
図

る
。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み

①
②

県
、

県
民

間
企

業
③

県

⑵
事

業
内

容
①

宮
崎

県
史

デ
ジ

タ
ル

化
事

業
宮

崎
県

史
（

通
史

７
巻

及
び

資
料

民
俗

１
･２

、
別

編
民

俗
、

年
表

）
の

デ
ジ

タ
ル

化
と

公
開

②
牧

水
遺

墨
デ

ジ
タ

ル
化

事
業

牧
水

遺
墨

（
３

０
点

）
の

デ
ジ

タ
ル

化
と

公
開

③
Ｗ

ｅ
ｂ

コ
ン

テ
ン

ツ
作

成
事

業
ウ

ィ
キ

ペ
デ

ィ
ア

タ
ウ

ン
※

の
実

施
※

地
域

の
文

化
財

な
ど

を
調

査
し

ウ
ィ

キ
ペ

デ
ィ

ア
の

記
事

を
作

成
･編

集
す

る
イ

ベ
ン

ト

⑶
成

果
指

標
図

書
館

H
P
の

ア
ク

セ
ス

件
数

現
状

（
令

和
３

年
度

）
1
6
3
,5

2
3
件

／
年

→
令

和
６

年
1
8
0
,0

0
0
件

／
年

事
業
の
概
要

置
県
1
4
0
年
宮
崎
県
史
等
デ
ジ
タ
ル
化
事
業

新

令
和

５
年

度
～

令
和

６
年

度
事
業
の
期
間

委
託

生
涯
学
習
課
（
県
立
図
書
館
）
１
，
４
５
４
千
円

【
財
源
：宮
崎
再
生
基
金
】

教
育
委
員
会
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公
立

中
学

校
の

休
日

の
部

活
動

の
段

階
的

な
地

域
移

行
と

地
域

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
環

境
の

一
体

的
な

整
備

を
行

い
、

子
ど

も
た

ち
が

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
芸

術
に

継
続

し
て

親
し

む
こ

と
が

で
き

る
機

会
の

確
保

と
学

校
の

働
き

方
改

革
を

推
進

す
る

。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み
①

ア
）

県
イ

）
県

市
町

村
②

県
市

町
村

③
ア

）
県

イ
）

県
市

町
村

⑵
事

業
内

容
①

地
域

移
行

体
制

の
構

築
に

対
す

る
支

援
ア

）
県

の
検

討
委

員
会

や
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
等

の
研

修
会

の
開

催
・

先
進

地
視

察
（

国
1
/3

、
県

2
/3

）
イ

）
市

町
村

協
議

会
等

や
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
・

指
導

者
研

修
会

の
開

催
等

（
国

1
/3

、
県

1
/3

、
市

町
村

1
/3

）

②
地

域
に

お
け

る
新

た
な

ス
ポ

ー
ツ

環
境

の
構

築
公

立
中

学
校

の
施

設
の

整
備

や
改

修
の

支
援

（
国

1
/3

、
市

町
村

2
/3

）

③
部

活
動

の
地

域
移

行
等

に
向

け
た

実
証

事
業

（
国

1
0
/1

0
）

ア
）

県
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

配
置

イ
）

市
町

村
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

配
置

、
運

営
団

体
等

の
整

備
充

実
、

指
導

者
配

置
支

援
等

体
制

整
備

等

⑶
成

果
指

標
休

日
の

部
活

動
（

一
部

を
含

む
）

の
地

域
移

行
に

取
り

組
む

市
町

村
数

２
６

市
町

村

事
業
の
概
要

公
立
中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
た
環
境
整
備
事
業

新

令
和

５
年

度
事
業
の
期
間

補
助

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
・
義
務
教
育
課

３
３
，
２
５
３
千
円

【
財
源
：国
庫
、
一
般
財
源
】

委
託

補
助

教
育
委
員
会
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県
内

外
の

有
望

ア
ス

リ
ー

ト
等

の
雇

用
を

促
進

し
、

第
８

１
回

国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

で
の

天
皇

杯
獲

得
及

び
大

会
後

の
安

定
し

た
競

技
力

の
確

保
を

図
る

。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み
①

②
県

③
県

新
規

ア
ス

リ
ー

ト
等

雇
用

企
業

等

⑵
事

業
内

容
①

成
年

選
手

確
保

体
制

の
強

化
事

業
推

進
の

た
め

の
専

門
員

の
配

置
、

大
学

等
訪

問
、

協
力

企
業

・
団

体
等

の
開

拓

②
無

料
職

業
紹

介
所

の
運

営
産

業
経

済
団

体
等

へ
の

事
業

説
明

、
雇

用
マ

ッ
チ

ン
グ

の
開

催
、

合
同

企
業

説
明

会
の

実
施

③
ア

ス
リ

ー
ト

等
応

援
企

業
等

支
援

事
業

（
１

人
あ

た
り

年
間

最
大

２
５

万
円

の
支

援
）

新
規

ア
ス

リ
ー

ト
等

雇
用

企
業

等
に

対
し

雇
用

環
境

整
備

に
係

る
必

要
な

経
費

等
の

支
援

、
協

力
企

業
等

の
紹

介
⑶

成
果

指
標

社
会

人
ア

ス
リ

ー
ト

等
確

保
数

令
和

５
年

度
５

人
→

令
和

６
年

度
２

０
人

→
令

和
７

年
度

２
５

人

事
業
の
概
要

社
会
人
ア
ス
リ
ー
ト
等
確
保
事
業

改 令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

競
技
力
向
上
推
進
室

５
，
４
０
０
千
円

【
財
源
：国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
基
金
】

支
援

教
育
委
員
会
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神
楽

の
ユ

ネ
ス

コ
無

形
文

化
遺

産
登

録
に

よ
る

世
界

的
評

価
の

獲
得

を
目

指
し

、
県

民
の

民
俗

芸
能

へ
の

興
味

を
喚

起
す

る
こ

と
に

よ
り

、
次

世
代

神
楽

保
存

会
員

の
増

加
と

育
成

を
図

り
、

中
山

間
地

域
の

活
性

化
に

寄
与

す
る

。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み
①

②
③

い
ず

れ
も

県

⑵
事

業
内

容
①

神
楽

交
流

支
援

事
業

全
国

及
び

県
内

神
楽

組
織

の
活

動
（

神
楽

の
ユ

ネ
ス

コ
登

録
推

進
）

、
有

識
者

に
よ

る
講

演
会

、
神

楽
を

中
心

と
し

た
民

俗
芸

能
公

演

②
神

楽
情

報
発

信
事

業
全

国
及

び
県

内
神

楽
組

織
の

活
動

内
容

や
神

楽
公

演
の

動
画

等
を

含
め

た
情

報
発

信
(Ｈ

Ｐ
の

改
修

、
広

報
誌

発
行

)

③
神

楽
継

承
者

育
成

支
援

事
業

県
内

高
校

生
等

の
体

験
発

表
、

リ
ー

ダ
ー

研
修

会
（

若
手

会
員

の
情

報
交

換
や

国
指

定
神

楽
保

存
団

体
代

表
の

講
話

)、

子
ど

も
神

楽
大

会
の

開
催

⑶
成

果
指

標

全
国

神
楽

継
承

・
振

興
協

議
会

加
入

率
現

状
（

令
和

４
年

1
2
月

）
7
5
%

 →
 令

和
６

年
1
0
0
％

県
内

国
指

定
神

楽
保

存
会

員
の

4
0
代

以
下

の
割

合
現

状
（

令
和

元
年

度
）

4
7
％

→
 令

和
７

年
度

6
0
％

事
業
の
概
要

神
楽
で
つ
な
ぐ
次
世
代
育
成
事
業

新 令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

文
化
財
課

７
，
５
７
４
千
円

【
財
源
：一
般
財
源
】

教
育
委
員
会

-11-



教
育

相
談

体
制

の
充

実
及

び
い

じ
め

・
不

登
校

等
の

未
然

防
止

及
び

解
決

に
向

け
た

支
援

の
充

実
を

図
り

、
総

合
的

な
生

徒
指

導
体

制
を

構
築

し
、

子
ど

も
た

ち
の

心
身

の
健

全
な

成
長

を
促

す
と

と
も

に
、

そ
の

か
け

が
え

の
な

い
命

を
守

る
。

事
業
の
目
的

⑴
事

業
の

仕
組

み
県

が
主

体
と

な
り

、
学

校
や

市
町

村
教

育
委

員
会

と
連

携
し

て
実

施
（

一
部

、
民

間
に

委
託

）

⑵
事

業
内

容
①

教
育

相
談

窓
口

の
運

用
県

内
全

て
の

児
童

生
徒

が
相

談
で

き
る

電
話

相
談

・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

（
Ｌ

Ｉ
Ｎ

Ｅ
）

相
談

を
開

設
②

い
じ

め
問

題
の

未
然

防
止

及
び

解
決

に
向

け
た

取
組

い
じ

め
の

未
然

防
止

に
関

す
る

取
組

推
進

校
を

指
定

し
、

児
童

生
徒

が
主

体
と

な
っ

た
い

じ
め

の
未

然
防

止
を

推
進

③
不

登
校

の
未

然
防

止
及

び
多

様
な

学
び

の
場

の
整

備
に

向
け

た
取

組
フ

リ
ー

ス
ク

ー
ル

な
ど

の
民

間
施

設
と

の
協

議
会

を
設

置
す

る
な

ど
、

市
町

村
と

と
も

に
連

携
を

推
進

不
登

校
特

例
校

の
設

置
に

向
け

た
市

町
村

と
の

協
議

④
ネ

ッ
ト

ト
ラ

ブ
ル

等
の

未
然

防
止

の
取

組
管

理
職

を
対

象
と

し
た

研
修

の
開

催
、

Ｉ
Ｔ

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣

⑶
成

果
指

標
「

自
分

に
は

よ
い

と
こ

ろ
が

あ
る

と
思

う
」

児
童

生
徒

の
割

合
現

状
(令

和
4
年

) 
7
8
.8

%
→

 令
和

7
年

8
2
%

「
困

り
事

や
不

安
を

い
つ

で
も

相
談

で
き

る
」

児
童

生
徒

の
割

合
現

状
(令

和
4
年

) 
6
2
.7

%
→

 令
和

7
年

7
2
%

事
業
の
概
要

い
じ
め
・
不
登
校
等
対
策
事
業

改

令
和

５
年

度
～

令
和

７
年

度
事
業
の
期
間

人
権
同
和
教
育
課

２
８
，
８
２
７
千
円

【
財
源
：国
庫
、
一
般
財
源
】

教
育
委
員
会
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【
議
案
第
3
4
号
】

宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

２
特
別
議
案

１
改
正
の
理
由

博
物
館
法
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

２
改
正
の
内
容

(1
)

宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例

設
置
の
根
拠
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
１
８
条
を
削
る
と
と
も
に
、
同
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
を
加
え
る
。

(2
)

県
立
美
術
館
条
例

ア
設
置
の
根
拠
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
１
８
条
を
削
る
と
と
も
に
、
同
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
を
加
え
る
。

イ
県
立
美
術
館
協
議
会
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
２
０
条
を
同
法
第
２
３
条
第
１
項
に
改
め
る
。

(3
)

県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
条
例

設
置
の
根
拠
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
１
８
条
を
削
る
と
と
も
に
、
同
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
を
加
え
る
。

(4
)

宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
条
例

宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
２
０
条
第
１
項
を
同
法
第
２
３
条
第
１
項
に
改
め
る
。

３
施
行
期
日

令
和
５
年
４
月
１
日

生
涯
学
習
課
・
文
化
財
課
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【
議
案
第
3
4
号
】

宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

４
参
考

（
旧
）
博
物
館
法
第
１
８
条
（
定
義
）

公
立
博
物
館
の
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
当
該
博
物
館
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

→
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
条
文
自
体
が
削
除
さ
れ
た
。

（
新
）
博
物
館
法
第
２
条
第
１
項
（
定
義
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管

（
育
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
、
展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
機
関
（
社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館
及
び
図
書
館
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
１
８
号
）
に
よ
る
図
書
館
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
次
章
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

２
特
別
議
案

生
涯
学
習
課
・
文
化
財
課
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議
案
第
3
4
号

宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条

宮
崎
県
総
合
博
物
館
条
例
（
昭
和
4
5
年
宮
崎
県
条
例
第
4
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
設
置
）

（
設
置
）

第
２
条

教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
博
物
館
法
（
昭

第
２
条

教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
博
物
館
法
（
昭

和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
1
8
条
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7

和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
博
物
館
と
し
て
、
地

号
）
第
2
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
合
博
物
館
を
設
置
す
る
。

方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
総
合
博
物
館
を
設
置
す
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

（
県
立
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条

県
立
美
術
館
条
例
（
平
成
７
年
宮
崎
県
条
例
第
1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
設
置
）

（
設
置
）

第
１
条

美
術
の
振
興
を
図
り
、
心
豊
か
な
県
民
生
活
の
創
造
に
寄
与
す
る
た

第
１
条

美
術
の
振
興
を
図
り
、
心
豊
か
な
県
民
生
活
の
創
造
に
寄
与
す
る
た

め
、
博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
1
8
条
及
び
地
方
自
治
法
（

め
、
博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
美
術

博
物
館
と
し
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
第
１

館
（
以
下
「
美
術
館
」
と
い
う
｡
）
を
設
置
す
る
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
美
術
館
（
以
下
「
美
術
館
」
と
い
う
｡
）
を
設

置
す
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
等
例
条
館
物
博
合
総
県
崎
宮

号
四
十
三
第
案
議
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（
県
立
美
術
館
協
議
会
）

（
県
立
美
術
館
協
議
会
）

第
５
条

美
術
館
に
博
物
館
法
第
2
0
条
の
規
定
に
よ
り
県
立
美
術
館
協
議
会
（

第
５
条

美
術
館
に
博
物
館
法
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
県
立
美
術
館
協

以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
｡
）
を
置
く
。

議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
｡
）
を
置
く
。

２
～
６

［
略
］

２
～
６

［
略
］

（
県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条

県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
条
例
（
平
成
1
5
年
宮
崎
県
条
例
第
4
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
設
置
）

（
設
置
）

第
１
条

特
別
史
跡
西
都
原
古
墳
群
の
保
存
及
び
活
用
を
図
り
、
教
育
、
学
術

第
１
条

特
別
史
跡
西
都
原
古
墳
群
の
保
存
及
び
活
用
を
図
り
、
教
育
、
学
術

及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5

及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5

号
）
第
1
8
条
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
第
１

号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
博
物
館
と
し
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
（
以
下
「
西
都
原
考
古
博

年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
西
都
原
考
古

物
館
」
と
い
う
｡
）
を
設
置
す
る
。

博
物
館
（
以
下
「
西
都
原
考
古
博
物
館
」
と
い
う
｡
）
を
設
置
す
る
。

（
宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
４
条

宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
条
例
（
平
成
1
5
年
宮
崎
県
条
例
第
4
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
設
置
）

（
設
置
）

第
１
条

博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
2
0
条
第
１
項
の
規
定
に

第
１
条

博
物
館
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
2
8
5
号
）
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
宮
崎
県
総
合
博
物
館
に
宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会

基
づ
き
、
宮
崎
県
総
合
博
物
館
に
宮
崎
県
博
物
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会

」
と
い
う
｡
）
を
置
く
。

」
と
い
う
｡
）
を
置
く
。

２
［
略
］

２
［
略
］
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附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
５
年
２
月
1
7
日
提
出

宮
崎
県
知
事

河
野

俊
嗣

例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
等
例
条
館
物
博
合
総
県
崎
宮

号
四
十
三
第
案
議
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【
議
案
第

4
3
号
、
第

5
7
号
、
第

5
8
号
】

令
和

4
年
度

2
月
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
（
総
括
）

１
予
算
議
案

教
育
委
員
会
総
括 1

教
育
委
員
会【
単
位
：
千
円
】

会
計

所
属

補
正
額

補
正
前
の
額

補
正
後
の
額

一 般 会 計

教
育

政
策

課
1
,8

9
3

3
,1

4
5
,0

5
5

3
,1

4
6
,9

4
8

財
務

福
利

課
▲

2
9
9
,4

3
8

5
,3

7
5
,1

2
8

5
,0

7
5
,6

9
0

高
校

教
育

課
▲

5
8
8
,7

3
1

3
,6

7
0
,9

5
2

3
,0

8
2
,2

2
1

義
務

教
育

課
▲

1
8
,4

0
9

1
5
3
,6

6
6

1
3
5
,2

5
7

特
別

支
援

教
育

課
▲

3
9
,4

2
0

4
4
3
,2

2
8

4
0
3
,8

0
8

教
職

員
課

▲
2
,1

6
7
,4

6
4

9
2
,9

4
6
,1

5
8

9
0
,7

7
8
,6

9
4

生
涯

学
習

課
▲

5
3
,2

8
3

7
0
7
,8

8
3

6
5
4
,6

0
0

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課
▲

1
7
9
,2

9
4

2
,8

0
0
,3

7
3

2
,6

2
1
,0

7
9

文
化

財
課

▲
3
3
,8

1
8

4
9
8
,6

9
8

4
6
4
,8

8
0

人
権

同
和

教
育

課
▲

4
,8

2
5

1
1
3
,1

5
3

1
0
8
,3

2
8

合
計

▲
3
,3

8
2
,7

8
9

1
0
9
,8

5
4
,2

9
4

1
0
6
,4

7
1
,5

0
5

特 別 会 計

財
務

福
利

課
9
2
7

2
3
8
,0

1
0

2
3
8
,9

3
7

（
県

立
学

校
実

習
事

業
）

財
務

福
利

課
2
4
1
,2

7
5

3
,5

8
8
,7

5
0

3
,8

3
0
,0

2
5

（
育

英
資

金
）

合
計

2
4
2
,2

0
2

3
,8

2
6
,7

6
0

4
,0

6
8
,9

6
2

総
計

▲
3
,1

4
0
,5

8
7

1
1
3
,6

8
1
,0

5
4

1
1
0
,5

4
0
,4

6
7
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【
議
案
第

4
3
号
】

令
和

4
年
度

2
月
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
（
債
務
負
担
行
為
の
変
更
）

１
予
算
議
案

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 2

教
育
委
員
会

（
３
）
債
務
負
担
行
為
補
正
（
変
更
）

事
項

変
更

前
変

更
後

期
間

限
度

額
期

間
限

度
額

千
円

千
円

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

練
習
環
境
整
備
事
業

（
陸
上
競
技
場
、
第
三
競
技
場
改
修
工
事
）

令
和

4
年
度
か
ら

2
4
4
,1

1
4
令
和

4
年
度
か
ら

3
4
3
,8

9
1

令
和

5
年
度
ま
で

令
和

5
年
度
ま
で
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【
議
案
第

4
3
号
】

令
和

4
年
度

2
月
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
（
繰
越
明
許
費
の
追
加
・
変
更
）

（
１
）

繰
越
明
許
費
（
追
加
）

（
単
位
：
千
円
）

課
名

款
項

事
業

名
金

額

財
務
福
利
課

教
育
費

教
育
総
務
費

臨
時
営
繕
事
業

5
9
,7

3
4
 

教
育
費

教
育
総
務
費

県
立
学
校
老
朽
化
対
策
事
業

2
7
7
,4

2
6
 

教
育
費

保
健
体
育
費

県
立
学
校
運
動
場
整
備
事
業

2
0
,3

7
1
 

災
害
復
旧
費

文
教
施
設
災
害
復
旧
費

文
教
施
設
災
害
復
旧
事
業

1
5
6
,8

4
7
 

義
務
教
育
課

教
育
費

教
育
総
務
費

ス
ク
ー
ル
バ
ス
安
全
装
置
導
入
支
援
事
業

6
,6

6
0
 

特
別
支
援
教
育
課

教
育
費

教
育
総
務
費

ス
ク
ー
ル
バ
ス
安
全
装
置
導
入
支
援
事
業

3
,7

8
0
 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

教
育
費

保
健
体
育
費

競
技
用
具
等
整
備
事
業

2
,4

7
5
 

文
化
財
課

教
育
費

社
会
教
育
費

文
化
財
保
存
整
備
補
助
事
業

3
,5

6
1
 

計
８
事
業

5
3
0
,8

5
4
 

（
２
）

繰
越
明
許
費
（
変
更
）

（
単
位
：
千
円
）

課
名

款
項

事
業

名
金

額

補
正

前
補

正
後

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

教
育
費

保
健
体
育
費

練
習
環
境
整
備
事
業

4
5
5
,0

0
0
 

9
6
4
,8

9
1
 

計
１
事
業

4
5
5
,0

0
0
 

9
6
4
,8

9
1
 

増
額

5
0
9
,8

9
1
千
円

１
予
算
議
案

財
務
福
利
課
、
義
務
教
育
課
ほ
か 3

教
育
委
員
会
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【
議
案
第
6
2
号
】

教
育
関
係
の
公
の
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
教
育
関
係
使

用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１
改
正
の
理
由

延
岡
市
で
整
備
を
進
め
て
い
る
新
宮
崎
県
体
育
館
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
の
遅
れ
に
伴
い
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
の
供
用
開
始
時
期
を

変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
施
行
期
日
の
改
正
を
行
う
も
の
。

２
特
別
議
案

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

教
育
委
員
会

２
改
正
の
内
容

そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
の
施
行
期
日
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
１
）
教
育
関
係
の
公
の
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
【
第
１
条
】

〈
改
正
前
〉
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
略
〕

〈
改
正
後
〉
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
略
〕

（
２
）
教
育
関
係
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
【
第
２
条
】

〈
改
正
前
〉
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
略
〕

〈
改
正
後
〉
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
略
〕

そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
６
月
県
議
会
定
例
会
で
議
決
後
、
令
和
４
年
７
月
５
日
に
公
布

〈
改
正
前
の
施
行
期
日
〉

令
和
５
年
７
月
４
日
ま
で
の
規
則
で
定
め
る
日

〈
改
正
後
の
施
行
期
日
〉

令
和
６
年
７
月
４
日
ま
で
の
規
則
で
定
め
る
日

３
施
行
期
日

公
布
の
日
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【
議
案
第
7
8
号
】

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

２
特
別
議
案

高
校
教
育
課

教
育
委
員
会

１
事
業
概
要

（
１
）
事
業
名

宮
崎
県
立
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
建
造
事
業

（
２
）
整
備
内
容

建
造
か
ら
１
６
年
が
経
過
し
経
年
劣
化
が
進
ん
で
い
る
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
の
代
船
と
し

て
、
国
際
条
約
基
準
に
準
拠
す
る
た
め
の
脱
硝
装
置
を
搭
載
し
た
実
習
船
の
建
造
を
進
め
る
。

２
工
事
請
負
契
約
の
概
要

（
１
）
契
約
の
金
額

２
，
３
５
９
，
５
０
０
，
０
０
０
円

変
更
契
約
の
金
額

２
，
３
９
９
，
２
５
３
，
０
０
０
円
（
３
９
，
７
５
３
，
０
０
０
円
増
）

（
２
）
契
約
の
相
手
方

長
崎
県
佐
世
保
市
干
尽
町
６
－
３

前
畑
造
船
株
式
会
社

（
３
）
工
期

令
和
３
年
６
月
３
０
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
２
４
日
ま
で

３
変
更
理
由

宮
崎
県
立
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
の
建
造
に
係
る
資
材
高
騰
の
影
響
等
に
よ
る
費
用
の
増
加
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【
議
案
第
7
8
号
】

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

２
特
別
議
案

高
校
教
育
課

教
育
委
員
会

1
1

/2
6

 進
水
式

建
造
中
の
様
子
（
ブ
リ
ッ
ジ
周
辺
）

建
造
中
の
様
子
（
外
観
）

４
今
後
の
予
定

（
１
）
令
和
５
年
３
月
２
３
日
（
木
）
に
佐
世
保
を
出
港
し
、
宮
崎
港
に
回
航

（
２
）
令
和
５
年
４
月
１
５
日
（
土
）
、
竣
工
式
を
開
催
予
定
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